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第１ 町村行財政の充実強化について 

 

１ 公立病院の経営安定化に対する財政支援について 

 

 地域の中核病院として、広域的に救急医療や高度医療などを提

供している東千葉メディカルセンターをはじめ、救急医療や政策

的医療等を担う多くの公立病院については、都道府県による保健

医療計画の達成に向け将来にわたり安定的な経営を求められて

いるが、昨今の物価高騰等によるコストの増額により、厳しい経

営を強いられており、市町村の負担も大きい。 

 こうした中、各公立病院は「経営強化プラン」を策定して、医

療の役割分担と連携強化に取り組んでいるが、経営安定化に向け

た環境は依然として厳しい状況にある。 

 ついては、公立病院の経営の安定化による地域医療体制の維持

確保に向けた既存の地方財政措置について、地域の実情に応じて、

更に拡充するとともに、地域の中核病院の救命救急や産科、小児

科などの政策的医療に対する直接的な補助金の創設を要望する。 

 

 

 

２ 海水浴場開設・運営に係る財政措置について 

 

 娯楽の多様化により海水浴場の利用者は年々減少傾向にある

が、島国日本が誇る海岸の魅力発信によるインバウンド需要の影

響もあり、外国人海水浴客は増加傾向にある。 

海水浴場は、観光振興及び地域経済活性化に大きく寄与する重

要な社会資源である。しかしながら、近年の人件費高騰や安全対

策の強化等をはじめライフセーバーの安定的な確保やその運営

に関わる経費は増大しており、安定的運営が困難な状況となって

いる。 

海水浴場開設等に係る財源としては、普通交付税において包括

的に措置されているものの、特別交付税特殊財政需要に依存して

いるのが実態であり、財源確保は不確実な状況にある。 
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ついては、海水浴場の開設・運営に係る経費について、普通

交付税基準財政需要額算定における単位費用の新設を要望する。 

                         

 

 

３ 地域手当の支給割合の是正について 

 

 地域手当の支給割合の見直しについては、隣接する市町村との

関係で不均衡が生じてきたことを踏まえ、級地区分の設定を都道

府県単位を基本とし、大くくり化を図るとされたものの、依然と

して隣接する市町村と大幅な差が生じており、職員の人材確保が

困難になることや、採用後の職員の転職につながる恐れが懸念さ

れている。 

 また地域手当の支給割合は、介護報酬等の支給割合を算定する

際にも準拠されるなど、同割合が及ぼす影響は多方面に波及し、

更なる地域格差が生じている現状である。 

 ついては、地域手当による賃金格差は、職員及び家族の幸福度

にも直結するほか、地域経済に与える影響にも繋がりかねないこ

とから、隣接する市町村との極端な差が生じないよう現在の地域

手当の支給割合の見直しを早急に行うよう要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

第１ 町村行財政の充実強化について 
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第２ 保健福祉行政の充実強化について 

 

１ 介護保険事務の広域化について 

 

介護保険事業については、広域連合等を組織している地域を除

き、自治体単位の事業として実施されているが、高齢者人口の増

加、担い手である事業者の減少が今後の課題と思われる。 

加えて、年々増加する介護給付費、事業所の指定・監査などの

業務、保険者として実施する運営指導など、業務が多岐にわたり、

単一の町村では、業務の処理が煩雑化し、介護保険料の格差が広

がる一方で、人口規模の少ない単一自治体での運営は、住民への

大きな負担となっている。 

ついては、国民健康保険事業及び後期高齢者医療事業と同様、

法律で業務を広域化し、安定した介護事業の運営体制を構築する

よう要望する。 

 

 

 

２ 介護報酬等の地域区分（級地）の見直しに伴う特例措置の 

継続について 

 

令和９年度の報酬改定に合わせ行われる地域手当の級地区分

に準拠した地域区分（級地）の見直しにより、地域手当の支給割

合が高い自治体に囲まれた地域では報酬の大幅な減額となるこ

とから、近隣市町との賃金格差に起因する介護・福祉人材の離

職・流出、ひいては事業所の撤退など、高齢者及び障害者に係る

地域包括ケアシステムの推進に連鎖的・複合的に多大な影響を与

える懸念がある。 

 ついては、今般の級地区分（級地）の見直しにより支給割合の

引き下げが見込まれる地域への影響を考慮し、隣接する自治体と

の格差が生じないよう、特例措置の継続を要望する。 
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３ 後期高齢者医療保険における資格確認書交付事務の弾力化 

について 

 

令和８年８月の年次更新まではマイナ保険証の有無にかかわ

らず資格確認書を職権交付できると暫定運用されているが、以降

はマイナ保険証の保有状況・年齢・利用状況等が職権交付条件に

設定され、一律に交付できないこととなる。 

 これにより住民や医療機関での混乱、このことに伴うマイナ保

険証及びマイナンバーカードへの不信感、年次更新事務等の交付

要件複雑化による事務や人件費の増大等が懸念される。 

 ついては、今後も後期高齢者医療保険制度において、全国一律

ではなく市町村の裁量において、マイナ保険証の保有状況や年齢

にかかわらず資格確認書を職権交付できるよう見直すことを要

望する。 

 

第２ 保健福祉行政の充実強化について 
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第３ 生活環境行政の充実強化について 

 

１ 農業集落排水事業から合併浄化槽への転換制度の創設に 

ついて 

 

農業集落排水事業は、公共用水域の水質保全や生活環境の改善

など、地域住民の暮らしを支える重要な役割を担っている。 

しかしながら、施設の老朽化に伴う改築・更新費の増大や人口

減少の進行により事業経営は厳しさを増しており、維持管理が困

難な状況になっている。また、一般会計からの補助金に依存する

状況が続いており公営企業における独立採算の原則や税負担の

公平性の観点からも大きな課題となっている。 

ついては、農業集落排水施設の規模縮小に伴う処理計画への柔

軟な対応、将来的な事業の廃止や合併浄化槽への転換など、継続

した水質の維持と将来の財政負担の軽減を見据えた事業転換が

円滑に進められるよう、必要な制度の整備及び財政支援を要望す

る。 

 

 

 

２ 国道２９７号及び国道４６５号の道路ネットワーク等の 

早期整備について 

 

国道２９７号及び国道４６５号は、中房総地域の新たな観光資

源の開発や産業の活性化等、重要な役割を担っている。 

さらに、緊急輸送道路に指定されており、地震だけでなく様々

な自然災害が起きた場合において、避難・救助をはじめ、物資の

供給等広範囲な活動をするための路線として非常に重要である。 

しかし、通勤や観光等に起因する交通渋滞が慢性的に発生して

おり、また、改良工事は進められているものの、未だ狭隘かつ曲

折箇所が多いことから、通学児童や日常生活で利用する歩行者に

とっては危険な状態が続いている状況にある。 
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ついては、交通渋滞の解消を図るため、バイパス整備など地域

の連携を促す道路ネットワークの強化及び地域住民の暮らしを

支える生活道路としての道路拡幅や歩道整備等の早期整備を要

望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第３ 生活環境行政の充実強化について 
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第４ 町村生活基盤の充実強化について 

 

１ 首都圏中央連絡自動車道（圏央道）の建設促進について 

 

圏央道は、首都圏から放射状に延びる高速道路と相互に連絡

し、環状道路との広域ネットワークを形成することにより、成

田空港や都心、さらには周辺各地へのアクセスの向上が図られ

ること、また、沿線地域においては「人・物の交流」の活性化

とともに、観光、物流又は産業の発展など、地域経済に大きな

好循環をもたらすことが期待される。 

さらに、想定される首都直下地震等の災害時には、緊急輸送

道路としても重要な役割を果たすことから、早期の全線開通は

必要不可欠である。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）大栄ＪＣＴ－松尾横芝ＩＣ間において、開通目標を達成で

きるよう事業を進めること。 

 

（２）公共交通の利便性に乏しかった空港東側地域において、ア

クセス利便性を飛躍的に高めるため、成田空港周辺ＩＣ（仮

称）の整備は、我が国全体の競争力に影響するので、スピー

ド感をもって取り組むこと。 
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２ 成田空港周辺地域の均衡ある発展に係る財源の確保等 

について 

 

成田空港は、国際競争力を強化するため、滑走路新増設等を含

む「成田空港第２の開港プロジェクト」を進めているが、その効

果を最大化するためには、空港内だけでなく、空港周辺のインフ

ラ整備、地域公共ネットワークの構築、国際的な産業拠点の形成

など、成田空港を支える空港周辺地域も共に発展する必要がある。 

国土交通省、千葉県、成田空港周辺市町及び成田国際空港株式

会社で構成される「成田空港に関する四者協議会」は、策定して

いる「実施プラン」において、「空港を核として、都市と田園が

調和し、暮らしや産業の拠点として選ばれるエアポートシティ」

を地域の将来像として掲げ、千葉県と成田国際空港株式会社が設

立した NRT エリアデザインセンターにおいて、「SORATO NARITA

（ソラト ナリタ）AIRPORT CITY」の実現に向けた広域的な調整

を加速化させている。 

空港周辺のインフラ整備など、これらの施策を強力に推進する

ためには、国、県及び周辺市町の広域的な連携や財源確保の面に

おいて特別な対応が求められる。 

ついては、「実施プラン」に掲げる各種取組みを着実に推進す

るため、「成田国際空港周辺整備のための国の財政上の特別措置

に関する法律（成田財特法）」の延長などによる財源確保のほか、

空港関連従業員の生活環境を整備するため、成田空港周辺地域の

社会資本整備総合交付金等について、重点的な支援を講じるよう

要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 町村生活基盤の充実強化について 
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３ 地上デジタル放送共聴施設の更新・維持管理について 

 

千葉県中央部から南部にかけては、中山間地域が多い地域特性

から、地上デジタルを自宅のアンテナなどを使って受信できない

新たな難視区域が多く存在している。そのため、難視地域を抱え

る市町村では、地上デジタル難視地域を解消するため、辺地共聴

施設整備事業を実施している。 

辺地共聴施設整備事業は、市町村又は共聴施設の設置者が事業

主体となり、当該施設の整備については、国等から補助金が得ら

れるものの、整備後の維持管理については、財政支援が受けられ

ないため、市町村又は共聴施設の設置者にとって大きな負担とな

っている。 

辺地共聴施設の維持管理については、受信者側の責務となるが、

負担については、地域格差なく公平性が確保されるべきである。 

また、防災の観点からも、地上デジタル放送波を活用した災害

情報伝達の導入を検討する中で、老朽化した辺地共聴施設の更

新・維持管理は重要なものとなる。 

ついては、更新工事費・維持管理費が過剰な財政負担となる市

町村又は辺地共聴施設の設置者に対し、補助金交付等の財政支援

を講じるよう要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 町村生活基盤の充実強化について 
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４ 九十九里浜の海岸侵食対策・養浜事業の国による直轄事業の

採択について 

 

近年、九十九里浜一帯では、急激な海岸侵食により汀線が後退

し、砂浜の砂が削りとられ無残な浜崖へと変貌し、かつて一面に

広がっていた水平線と砂浜の織りなす白砂青松の景観は、急激に

失われている。 

侵食が顕著な箇所では県による対策が講じられてきたが、その

対策を上回る速度で海岸侵食が進んでいるのが現状であり、海水

浴場の開設ができないなど地域経済にも多大な影響を及ぼして

いる。 

また、近年懸念されている高潮や津波をはじめとした自然災害

に対する防災対策の観点からも、海岸の侵食対策を早急に講じる

ことが必要である。 

ついては、養浜等の海岸侵食対策には、多大な事業費と高度な

技術を要するため、国による直轄事業として採択することを要望

する。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４ 町村生活基盤の充実強化について 
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５ 東京湾口道路計画の推進について 

 

東京湾口道路は、房総半島と三浦半島を結ぶ延長約１７km の 

道路として構想されているが、平成２０年に国から国土形成計画

において長期的な視点から取組むものとされ、構想は事実上凍結

となっている。その間、東京一極集中の進行等により、南房総地

域における人口減少に歯止めがかからない状況にある。 

 また、南房総地域は、東京湾アクアライン、館山自動車及び富  

津館山道路の整備によって、首都圏を中心に来訪客は年々増加し  

ており、自然豊かな観光地として定着し、通勤・通学も可能な地  

域となった一方で、東京湾アクアラインの休日の交通渋滞は緩和  

されず一般の高速道路利用者はもちろんのこと、多目的に利用者  

が増加してきた高速バスの運行にも大きな支障を来している。  

 ついては、県内外の人やモノの流れを強化し、社会経済活動を  

活性化させるため、東京湾口道路計画の推進を図ることを要望す  

る。 

 

 

６ 主要地方道の整備予算の確保について 

 

市町村道の整備に関しては、地域住民の利便性の確保や、現在

整備が進められている圏央道などの高規格道路へのアクセス向

上のため、各自治体において進められているものの、財政規模の

小さい自治体の予算では十分な整備を行うことが難しい状況と

なっている。 

神崎町は、千葉県及び成田市と協同し、国道３５６号と県道成

田下総線を結ぶ主要地方道成田神崎線の整備を行っているとこ

ろであり、町整備区間において財源の確保が必須な状況となって

いる。 

ついては、社会資本整備総合交付金をはじめとした補助事業予

算を十分に確保するとともに、新たな財源の創設等により、地域

自治体のインフラ整備に対する支援の強化を要望する。 

 

第４ 町村生活基盤の充実強化について 
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第５ 教育文化行政の充実強化について 

 

１ 学校給食費の抜本的な負担軽減について 

 

県内市町村では、子育て世帯の負担軽減として第３子以降の給

食費無償化など各々独自の施策を実施しているところである。そ

のような中、令和８年度から小学校における全国一律の基準額に

よる公立小学校等給食費の負担軽減事業が始まったが、一律の基

準額を超える部分については、保護者負担や自治体負担など依然

として居住する市町村の財政状況によって格差が生じている現

状がある。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）基準額については、地域の実情や物価上昇等の状況を十分

に踏まえた額を設定するとともに、状況に応じて見直しを行

うこと。 

（２）基準額を超える部分については、各市町村の特色ある給食

の提供を尊重しつつ、保護者負担や自治体負担に過度の差が

生じることのないよう、国の責任において必要な措置を講じ

ること。 

（３）小学校にとどまらず、中学校においても早期に実施するこ

と。 
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２ 公立学校施設整備費に係る予算確保について 

 

現在、出生数の減少が著しく、児童・生徒数の減少により、複

式学級となる地域では、教育環境を維持するため学校規模の適正

化を図るべく学校統廃合を進めているが、学校は教育施設として

だけではなく地域の津波避難施設としての役割も担っており、災

害に強く、且つ、魅力ある学校づくりに努める必要がある。 

しかし、昨今の建築資材や労務費の高騰により学校建設に要す

る費用は莫大であり、現在の国の財源措置では、市町村財政を大

きく圧迫することになるため、計画を断念せざるを得なくなる可

能性があり、結果として、教育環境の低下が懸念される。 

ついては、次の事項について要望する。 

（１）市町村の財政状況による教育格差を防ぐため、より実態に

即した公立学校施設整備費負担金及び学校施設環境改善交

付金における外構工事費や既存建築物の解体工事費など対

象事業の拡大や算定割合の嵩上げ等の拡充・強化を図ること。 

（２）過疎対策事業債の増額を図ること。 

 

 

 

３ ＩＣＴ教育環境の整備・充実に対する支援の拡大について 

 

ＧＩＧＡスクール構想による 1 人１台端末の活用が定着する

中、ＩＣＴ教育環境の維持経費が増大し、ＩＣＴ支援員の確保も

人材不足等により難しく、町村単独での対応は極めて厳しい状況

である。 

また、端末更新において都道府県規模による共同調達によるス

ケールメリットは大きいが、更新時期の平準化（一定期間による

更新）を図った場合、財政に余裕のある自治体は一度にすべての

端末の更新を行うため、よりスケールメリットを享受できるが、

財政の厳しい自治体は、複数年に分けて更新を行うため、期間の

後半に更新する場合は単独調達となり割高な費用負担を強いら

れる懸念があり、次期更新を見据え、財政基盤の弱い町村にとっ

て喫緊の課題となっている。 

第５ 教育文化行政の充実強化について 
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ついては、地域間格差のない教育環境を維持するため、ランニ

ングコストに対する恒久的な財政措置と人的支援の拡充に加え、

都道府県の枠を超えた広域的な共同調達といった新たな仕組み

の検討や、平準化により不利益が生じないよう補助基準額を引き

上げるなど、国において強力な支援措置を講じるよう要望する。 

 

 

 

 

 

 

第５ 教育文化行政の充実強化について 
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第６ 産業の振興発展について 

 

１ 新たなインターチェンジの活用について 

 

多古町・芝山町では、成田国際空港株式会社と連携・協力し、

地域振興・観光の促進に向けた検討を進めている。 

ついては、ＥＴＣ２．０による圏央道から一時退出可能とする

施設に、空港を眺望できる施設と既存の道の駅を加え、多古ＩＣ、

成田空港周辺ＩＣ（仮称）を一体的に扱い、いずれのＩＣからも

退出・再流入できることを要望する。 

 

 

 

２ 農村農業の基盤を支える農業従事者への支援拡充について 

 

昨今の世界情勢の不安定化に伴い、肥料・燃料・農業資材等の

価格高騰が長期化し、生産者の経営を極めて強く圧迫している。 

一方で、農産物の販売価格への転嫁は十分に進まず、収益性の

悪化から離農を余儀なくされるケースや次世代の就農意欲の減

退が深刻な課題となっている。 

ついては、食料安全保障の基盤である国内農業を維持し、生産

者の経営安定及び営農意欲の向上を図るため、資材高騰分への直

接的な補填や経営継続に向けた強力な支援策の拡充を要望する。 

 

 

 

３ 農振除外等に伴う手続きの簡素化について 

 

農振除外・農地転用を伴う企業用地の開発を行う場合、企業が

興味を示すような開発適地（耕作放棄地）があっても、農振除外

等の手続きに多大な時間と手間を要するため、見込みが立てられ

ずに企業立地の好機を逃しているのが実情である。 
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今後、長生地域では、長生グリーンラインの整備が進展するこ

とにより、インター予定地近隣への企業進出が見込まれるが、企

業の引き合いに対し適切な対応ができない状況にもある。 

ついては、このような状況を打開するため、市町村が地域の実

情に応じて自らの判断で企業立地の整備等を迅速に進めること

ができるよう、国・県との協議について見直し、報告をもって手

続きに替えるなど、制度を簡素化することを要望する。 

 

第６ 産業の振興発展について 


